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Ⅰ 事業者の選定体制 

事業者の審査は、宿毛市における小中学校整備ＰＦＩ事業者選定委員会（以下「選定委員会」

という。）において、優先交渉権者選定基準に基づき実施しました。 

なお、専門性の高い内容を含めて適正に企画提案書の定性的審査及び評価を行うため、選定

委員とは別に有識者を選任し、選定委員会と連携した事業者の選定を行いました。 

選定委員及び有識者は次のとおりです。 

 

選定委員 

区分 氏名 職名 

委員 岩本 昌彦 宿毛市副市長 

委員 出口 君男 宿毛市教育長 

委員 河原 敏郎 宿毛市総務課長 

委員 中山 佳久 宿毛市教育次長兼学校教育課長 

委員 小島 裕史 宿毛市都市建設課長 

委員 黒田 令子 宿毛小学校校長 

委員 谷岡 啓二郎 宿毛中学校校長 

 

有識者 

専門分野 氏名 職名 

建築部門 古谷 誠章 早稲田大学教授 

教育部門 柳林 信彦 高知大学教授 

法務部門 松岡 章雄 弁護士 

ファイナンス部門 斉藤 章 公認会計士 

 

 

Ⅱ 審査の方法 

  審査は、参加表明書等に基づく応募事業者の資格、実績等の事業遂行能力を評価する「参加

資格審査」と、参加資格審査を通過した応募事業者の企画提案書類を審査する「企画提案書等

審査」との二段階に分けて実施しました。 

  なお、「参加資格審査」は募集要項の参加資格要件を満たしているか、宿毛市（以下「市」と

いう。）による審査を行い、「企画提案書等審査」の提案金額の確認及び基礎審査は市、内容審

査については選定委員会で審査を行いました。 

  次項に募集要項等の公表から優先交渉権者の決定までの流れを示します。 
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図 募集要項等の公表から優先交渉権者の決定までの流れ 

募集要項等の公表（Ｈ30.10.9） 

参加表明書の受付 

参加資格要件 

企画提案書類の受付 

基礎審査 

内容審査 

優先交渉権者の決定（Ｈ31.2.1） 

失格
参加資格要件を満たしていない場合 

提案に関する応募者との対話 

要求水準を満たしていない場合 

失格

提案金額の確認 

失格
提案金額が対価予定額を超えている場合 
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Ⅲ 審査の結果 

 

１．参加資格審査 

平成 30 年 11 月 9 日を期限に参加表明書の受付を行ったところ、次の応募事業者から提出が

ありました。 

表 参加資格審査に応募があった応募事業者 

応募事業者 1 企業名 

 応募事業者 B グループ 

 

応募事業者 2 企業名 

構成企業 株式会社 山幸建設【代表企業】 

有限会社 艸建築工房 

荒川電工 株式会社 

有限会社 すぎもと電気店 

有限会社 アクア・サワダ 

  応募事業者が提出した参加表明書をもとに参加資格審査を行い、募集要項に示す応募事業者

の参加資格要件を満たしていることを確認しました。 

 

２．企画提案書等審査 

参加資格審査を通過した応募事業者から、平成 31 年 1 月 18 日に提案書類の提出があり、市

及び選定委員会は予め公表した優先交渉権者選定基準に従い、提案書を基に企画提案内容等の

審査を行いました。 

 

（１）提案金額の確認 

提案金額書に記載された提案金額（事業期間を通じて市が支払うサービス対価の総額）が、

市が設定した対価予定額を超えていないことを確認しました。 

表 応募事業者の提案金額 

応募事業者 提案金額（消費税及び地方消費税を含む） 

1 4,288,958,016 円 

2 4,294,921,603 円 

 

サービス対価予定額 

4,299,236,753 円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

（２）基礎審査 

  基礎審査は、応募事業者から提出された提案書類に記載された内容が、要求水準をすべて満

たしていることを確認しました。 
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（３）内容審査 

  内容審査は、要求水準を満たすための方法のみを確認するものではなく、応募事業者による

要求水準以上の優れた提案内容に対して、その提案内容が市の地域性や特性を考慮しているも

のか、斬新で柔軟な発想によるものか、サービスの向上効果がより期待されるものか、また、

実現性のあるものか等を専門的見地から審査しました。 

 

①有識者会議による評価 

  有識者は、審査基準に基づき、提案内容について専門的な見地から評価等を行うものとし、

その結果を選定委員会に相互理解を目的とした報告及び説明するものとしました。 

 

②選定委員会の審査 

  選定委員は、有識者からの報告や説明及び選定委員の視点による評価を行い、加点方式によ

る審査を行いました。 

 

③選定委員会による定性的・定量的評価 

  内容審査においては、提案書類に記載された内容について、優先交渉権者選定基準に従って

定性的評価及び定量的評価を行いました。結果は次に示すとおりです。 

 

表 選定委員会による評価の加算点（平均／小数点第 2 位四捨五入） 

基礎審査 配点 

提案書の内容が要求水準を満たした場合 900 

評価項目 配点 応募事業者 1 応募事業者 2 

①全体計画 

 本事業に対する基本的な考え方（主に、市が期待するＰＦＩ

手法による効果の実現）について 
30 19.8 16.1 

ＳＰＣの実施体制 30 19.4 14.4 

ファイナンスの適正 30 17.1 16.1 

地域経済の貢献度及び人材の活用・育成 110 42.5 92.5 

②プロジェクトマネジメント業務 

 プロジェクトマネジメント業務に対する基本的な考え方 30 17.5 15.0 

市と各業務責任者との連絡・調整について 30 17.7 17.7 

課題解決策の検討について 30 16.6 17.1 

セルフモニタリングについて 30 17.1 15.5 

行政関係者への説明支援 30 8.6 8.6 

③企画・設計業務 

 企画・設計業務に対する基本的な考え方 30 15.6 20.4 

企画・設計業務の工程計画について 30 16.8 15.0 

合築校舎全体に関する企画・設計の考え方 50 25.5 23.6 
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合築校舎の諸室に関する企画・設計の考え方 50 21.2 36.4 

その他の施設に係る企画・設計の考え方 10 6.1 5.5 

④整備・開発業務 

 整備・開発業務に対する基本的な考え方 30 17.1 15.5 

整備・開発業務の工程計画に関する考え方 30 15.4 15.4 

整備・開発期間中の監視体制に関する考え方 20 11.1 10.0 

整備・開発期間中の安全性の確保に関する考え方 30 16.1 16.1 

整備・開発期間中の近隣対策に関する考え方 20 10.0 12.9 

⑤維持管理業務 

 維持管理業務に対する基本的な考え方 30 16.1 16.3 

業務計画及び実施体制に関する考え方 20 10.7 11.4 

建物および設備における維持管理業務の考え方 20 9.3 11.1 

法定点検および定期点検業務の考え方 20 10.7 11.4 

備品維持管理業務の考え方 10 5.4 5.7 

外構施設維持管理業務の考え方 10 6.1 5.7 

清掃・環境管理業務の考え方 10 5.4 5.4 

警備・安全管理業務の考え方 10 6.4 6.1 

修繕長期計画及び大規模修繕について 20 11.4 11.8 

⑥民間事業者による自主提案業務 

 自主提案業務の考え方 30 9.6 8.9 

企画内容（新規性、有効性の観点）について 30 9.1 10.7 

市の費用負担の考え方 40 10.0 4.6 

⑦提案対価 

 （1－提案対価／予定対価）×200 200 0.5 0.2 

合 計 2,000 1341.9 1393.1 

 

 

３．優先交渉権者の決定 

審査の結果、選定委員会は、最も総合評価点の高かった応募事業者 2 のグループを優先交渉

権者として選定しました。 

 

表 優先交渉権者 

応募事業者 2 企業名 

構成企業 株式会社 山幸建設【代表企業】 

有限会社 艸建築工房 

荒川電工 株式会社 

有限会社 すぎもと電気店 

有限会社 アクア・サワダ 
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Ⅳ 講評 

  市は、宿毛小学校、宿毛中学校を建設するにあたり、子ども達にとって充実した教育環境の

整備を図ることは当然でありますが、できるだけ財政負担を抑制する手法はないものかと検討

する中で、一定の効果があると見込まれたのがＰＦＩでありました。 

  ＰＦＩ事業により、30 年間にわたる定期的なメンテナンスを実施することで、建設時のより

良い校舎が維持できれば、30 年後の子ども達に対しても充実した教育環境の保持ができるもの

と考えております。 

本事業は、市にとって初めてのＰＦＩ事業であったにもかかわらず、多くの企業から関心を

お寄せいただいたこと、また、公募にあたりましては、2 グループからの企画提案を頂戴した

ことに対しまして、深く感謝申し上げます。 

  今回の審査では、2 グループの応募者からの企画提案を、選定委員会において客観的かつ公

正に評価する必要があるため、多角的に審査を行い、優先交渉権者を選定いたしました。 

 

○選定委員及び有識者による専門的な視点の評価（良い点、検討が必要な点） 

 【応募事業者 1】 

評価項目（大項目） 評価コメント 

①全体計画 ・総じて、構成企業はＰＦＩ事業経験が豊富で、安定し

た事業運営が期待できる。 

・明確な実施体制や組織間関係が示されている。 

・プロジェクトマネージャーは代表企業から選出してお

り、効率よいマネージメントが期待できる。 

・地元企業に対し、官民連携事業に参画できるようノウ

ハウの継承が考慮されている。 

・地元企業の参画が限定的であり、地元経済の好循環に

つながるかが、不明確である。 

②プロジェクトマネジメント業務 ・SPC 管理チームを組織しており、事業推進体制が構 

 築されている。 

・市との連絡窓口が一本化されており、円滑な事業推進

が期待できる。 

・プロジェクトマネジメント業務の重要性が認識でき、

業務方針が明確に示されている。 

・きめ細かなセルフモニタリング体制が組まれている。 

・プロジェクトマネージャーが遠隔地にいるため、リア

ルタイムに現場の状況を理解できるかが、課題であ

る。 

・リスク対応について、株主間協定書に記載する具体的

な対策が提示されている。 

③企画・設計業務 ・災害対応に強い計画となっており、Ｌ2 津波対策も重
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視されている。 

・将来的な小中一貫教育や義務教育学校への移行等を見

据えた配置となっている。 

・津波対策、アクティブラーニングへの対応、教科教室

型授業など、設計についてコンセプチュアルな提案が

数多くなされていた。 

・職員室で教師が打ち合わせする場所が少ない点が課題

である。 

・児童生徒の生活への配慮に関する具体的な対策がなか

った点が、課題である。 

・施設から見える景観、かつ自然と調和した設計に関す

る提案が少ない点が、課題である。 

・プールへの日よけ空間が少ない点が、課題である。 

・部室の配置が遠い点が、課題である。 

・特別支援教室の配置やデザインなどについて、当事者

を想定した配慮が少なかった点が、課題である。 

④整備・開発業務 ・整備・開発について、要求水準に応じた具体的な提案

がなされていた。 

・近年学校施設に求められているユニバーサルデザイン

に配慮したものになっている。 

・小中学生の各学年が交流する場所が、図書館や色んな

所に織り込まれており、児童生徒のコミュニケーショ

ンに対する一定程度の配慮がなされていた。 

⑤維持管理業務 ・維持管理について、要求水準に応じた具体的な提案が

なされていた。 

⑥民間事業者による自主提案業務 ・住民参加型の学校づくりの提案がなされており、まち

づくりへの貢献が期待できる。 

・教育を効率的かつ効果的に進めるためのサービスが提

案されており、職員の負担軽減が期待できる。 

・提案されたサービスに継続的な視点がなく、費用が比

較的高額である点が、課題である。 

 

  

 

  

   【応募事業者 2】 

適用 評価コメント 

①全体計画 ・構成企業が地元企業中心に組まれており、受託した場

合の地域経済への貢献度は高い。 
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・周辺の景観との調和が図られ、宿毛の街並みや台風等

の気候風土に合わせようとする配慮がある。 

・自然環境の中で子どもたちが自分勝手に遊べる空間が

あることで、情操教育的な意味で非常に好印象であ

る。 

・実施体制が不明確であり、事業推進上の課題である。 

②プロジェクトマネジメント業務 ・要求水準に応じた具体的な提案がなされていた。 

・具体的な提案が少なく、効率面で課題がある。 

・マネジメントセンターを設置することで、直接業務を

担当する企業と分離し、ＳＰＣの立場で適切な監視が

行えることが期待できる。 

・市との連絡体制が、会期など具体的に示されている。 

・提案段階において、各業務におけるリスクの種類が整

理され、予防策などの想定がされている。 

③企画・設計業務 ・近隣住民との対話を重視、近隣不動産の保護や近隣衛

生環境の保全などにも言及があり、周辺住民への配慮

がなされている。 

・市の歴史的な背景を捉えた設計がなされていた。 

・高知県産杉などを多用するなど、木造による整備であ

るため、快適性の確保が期待できる。 

・自然通風、自然採光等、地球環境に配慮した建築を考

えている。 

・子どもや先生にとって、校舎が居心地良くストレスを

感じない空間であるためにはどうすればいいかを念

頭に置いて考えられている。 

・耐震・耐火性を重視した設計とし、避難に関しても一

定程度の配慮がされた設計である。 

・合築校舎と小学校グラウンドの間の道路を、架橋する

形で立体交差を考えられており、効率よく移動できる

提案がなされている。 

・特別支援教室について良好な環境が整備されている。 

・低学年の遊び場は、職員室からの視認性が良い位置に

整備されている。 

・小学校プールについて熱中症対策に一定程度の配慮が

なされている。 

・中学職員室がグラウンドを見れない配置にあり、安全

上課題である。 

・学童保育については、津波対策が必要である。 

④整備・開発業務 ・CASBEE のA ランクを目指した提案がなされている。 
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・グリーンインフラストラクチャーの活用が、具体的に

示され、実現性が認められる。 

・開校条件に対する工程計画は、施設ごとに具体性が読

み取れる。 

⑤維持管理業務 ・維持管理について、要求水準に応じた具体的な提案が

なされた。 

⑥民間事業者による自主提案業務 ・教育とスポーツを融合した具体的な提案がされてお

り、学校を軸としたまちづくりへの貢献が期待でき

る。 

・提案されたサービスについて、収支に課題がある。 
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